
北海道⾚潮対策緊急⽀援事業

＜対策のポイント＞
北海道における⾚潮について、今後の漁業被害の防⽌・軽減を図るための対策技術に関する研究開発等を⾏います。また、漁業者等による岩盤清掃、⽣
残ウニの移植、漁場環境の把握等の漁場再⽣の活動を⽀援します。

＜事業⽬標＞
北海道太平洋側の⾚潮や漁業被害が発⽣した地域における漁場環境の回復

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁場環境改善緊急対策事業 41百万円
北海道における⾚潮について、漁業被害の防⽌や軽減を図るための対策技術に

関する研究開発等として、令和３年度に着⼿したモニタリング・予察の技術開発等を
⾏うとともに、深い⽔深における⾚潮の影響等に関する調査研究や開発された技術
の移転を⾏います。

２．環境・⽣態系保全緊急対策事業 1,459百万円
漁場環境の回復を図るため、北海道の⾚潮被害地域において、岩盤清掃、⽣残

ウニの移植、漁場環境の把握等の活動を⽀援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（１の事業）⽔産庁漁場資源課（03-6744-2382）
（２の事業） 計画課 （03-3501-3082）

【令和４年度補正予算額 1,500百万円】

⺠間団体等（道、研究機関等を含む）
委託

（１の事業）

地域協議会（漁協等） 活動組織
定額

（２の事業）
定額

国

○⾚潮の対策技術に関する研究開
発と開発された技術の移転

背景と課題

○令和3年に北海道で⾚潮
が発⽣。同時期に⿂介類
の⼤量へい死が発⽣。

○⾚潮の対策技術の開発
等を進める必要。

〇漁業者等による漁場環境
の調査や漁場再⽣の取
組みが必要。

○漁業者等による岩盤清掃、⽣残ウ
ニの移植、漁場環境の把握等の活
動

北海道太平洋側で、ウニやサケのへい死等の
漁業被害が発⽣

⽔産資源の回復 漁業被害軽減・漁場⽣産⼒の再⽣・漁場環境の回復
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